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１．電気事業法施行令第３４条等に基づくあっせん及び仲裁の状況の報告13 

（案） 14 

電気事業法施行令第３４条及び電気事業法施行規則第４７条の７（ガス事業法15 

施行令第１２条及び熱供給事業法施行令第５条並びにガス事業法施行規則第１16 

７０条及び熱供給事業法施行規則第１７条において準用する場合を含む。）に17 

基づき、委員会は、経済産業大臣に対して、国の会計年度の経過後一月以内18 

に、当該会計年度中におけるあっせん及び仲裁の状況についての所定の事項を19 

報告しなければならない。令和６年度のあっせん及び仲裁の状況については、20 

あっせんをしないものとした事件が１件であったところ、資料５―１のとおり21 

報告を行う。 22 

（趣旨） 

 電気事業法施行令に基づく経済産業大臣に対する令和６年度のあっせん

及び仲裁の状況の報告を行う。 



 

 

＜参考＞あっせんについて（関連規定） 23 

 24 

電力・ガス取引監視等委員会令 25 

（委員会の運営） 26 

第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し27 

必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 28 

 29 

 30 

電気事業法 31 

(あつせん) 32 

第三十五条 電気供給事業者間において、電力の取引に係る契約その他の取決33 

めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「契約34 

等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず35 

他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結36 

に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目につ37 

いて当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委38 

員会(以下この節において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請する39 

ことができる。ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十40 

三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請41 

又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 42 

２ 委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めると43 

き、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるとき44 

を除き、あつせんを行うものとする。 45 

３ 委員会によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじ46 

め指定する者に限る。次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件47 

ごとに指名するあつせん委員が行う。 48 

４ あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事49 

件が解決されるように努めなければならない。 50 

５ あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求51 

め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示すること52 

ができる。 53 

６ あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第二十五条第二項54 

(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の55 

規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたとき56 

は、当該あつせんを打ち切るものとする。 57 

 58 

 59 



 

 

(仲裁) 60 

第三十六条 電気供給事業者間において、契約等の締結に関し、当事者が取得61 

し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わ62 

ないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができ63 

る。ただし、当事者が第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三64 

十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後65 

は、この限りでない。 66 

２ 委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。 67 

３ 仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて68 

選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定が69 

なされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名70 

する。 71 

４ 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲72 

裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。 73 

 74 

(申請の経由) 75 

第三十七条 この節の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請76 

は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 77 

 78 

(政令への委任) 79 

第三十七条の二 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関80 

し必要な事項は、政令で定める。 81 

 82 

(資料の提出等の要求) 83 

第六十六条の十五 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた84 

事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の85 

関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求める86 

ことができる。 87 

 88 

 89 

電気事業法施行令 90 

(あつせん及び仲裁の対象となる契約等) 91 

第二十五条 法第三十五条第一項の政令で定めるものは、電力の取引に係る契92 

約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないもの93 

として経済産業省令で定めるものを除く。)とする。 94 

 95 



 

 

(あつせんに関する通知) 96 

第二十六条 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、当事97 

者の一方から法第三十五条第一項の規定によるあつせんの申請(第三十五条98 

において単に「あつせんの申請」という。)がなされたときは、その相手方99 

に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しな100 

ければならない。 101 

２ 委員会は、法第三十五条第二項の規定により当該事件がその性質上あつせ102 

んをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに103 

あつせんの申請をしたと認めるときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業104 

省令で定めるところにより、あつせんをしない旨を通知しなければならな105 

い。 106 

 107 

(あつせんの打切り) 108 

第二十七条 委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見109 

込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 110 

２ 委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対111 

し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなけれ112 

ばならない。 113 

 114 

(名簿の作成) 115 

第二十八条 委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第三十六条第116 

三項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。 117 

 118 

(仲裁委員の選定等) 119 

第二十九条 委員会は、法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請(第三十120 

五条において単に「仲裁の申請」という。)があつたときは、当事者に対し121 

て前条の名簿の写しを送付しなければならない。 122 

２ 当事者は、その合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、経済123 

産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を124 

受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。 125 

３ 前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意に126 

よる選定がなされなかつたものとみなす。 127 

 128 

第三十条 委員会は、法第三十六条第三項ただし書の規定により仲裁委員を指129 

名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするもの130 



 

 

とし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令131 

で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。  132 



 

 

(仲裁委員が欠けた場合の措置) 133 

第三十一条 委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠け134 

た場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところ135 

により、その旨を通知しなければならない。 136 

２ 前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における法第三十六条第三項の規137 

定による後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名に準138 

用する。 139 

 140 

(文書及び物件の提出) 141 

第三十二条 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるとき142 

は、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る143 

事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。 144 

 145 

(あつせん及び仲裁の手続の非公開) 146 

第三十三条 委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、147 

あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 148 

 149 

(あつせん及び仲裁の状況の報告) 150 

第三十四条 委員会は、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところに151 

より、あつせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 152 

 153 

(あつせん及び仲裁の申請手続) 154 

第三十五条 あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手155 

続について必要な事項は、経済産業省令で定める。 156 

 157 

 158 

電気事業法施行規則 159 

(あっせん及び仲裁に関する通知の方法) 160 

第四十七条の五 令第二十六条、第二十七条第二項、第二十九条第二項及び第161 

三十条(これらの規定を令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)162 

並びに第三十一条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。 163 

２ 令第二十六条第一項の規定による通知をする場合には、同項の申請に係る164 

申請書の写しを併せて送付しなければならない。 165 

  166 



 

 

(名簿の記載事項) 167 

第四十七条の六 令第二十八条の名簿には、次に掲げる事項を記載するものと168 

する。 169 

一 氏名及び職業 170 

二 経歴 171 

三 任命及び任期満了の年月日 172 

 173 

(あっせん及び仲裁の状況の報告) 174 

第四十七条の七 令第三十四条の規定による報告は、国の会計年度の経過後一175 

月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとす176 

る。 177 

一 あっせん及び仲裁の申請件数 178 

二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数 179 

三 あっせんにより解決した事件の件数 180 

四 仲裁判断をした事件の件数 181 

五 その他電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務に182 

関し重要な事項 183 

 184 

(あっせんの申請) 185 

第四十七条の八 法第三十五条第一項の規定によるあっせんの申請をしようと186 

する者は、様式第四十の申請書を委員会に提出しなければならない。 187 

２ 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出188 

しなければならない。 189 

 190 

(仲裁の申請) 191 

第四十七条の九 法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をしようとする192 

者は、様式第四十の二の申請書を委員会に提出しなければならない。 193 

２ 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出194 

しなければならない。 195 

３ 紛争が生じた場合に法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場196 

合においては、それを第一項の申請書に添えて提出しなければならない。 197 

 198 

(申請の方法) 199 

第四十七条の十 法第三十五条第一項の規定によるあっせん又は法第三十六条200 

第一項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該者の住201 



 

 

所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して行うことができ202 

る。  203 



 

 

ガス事業法 204 

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁) 205 

第百七条 ガス事業者及びガス事業者(ガス製造事業者を除く。)に対するその206 

ガス事業の用に供するためのガスの供給を行う事業を営む者(第三項におい207 

て「ガス事業者等」という。)の間において、ガスの取引に係る契約その他208 

の取決めであつて政令で定めるもの(以下この条において「契約等」とい209 

う。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方210 

が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、211 

当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事212 

者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以213 

下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することが214 

できる。ただし、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請又は第215 

三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 216 

２ 電気事業法第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに217 

準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「ガ218 

ス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七条第四項において準用する次219 

条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三220 

及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又221 

は次条第一項」とあるのは「ガス事業法第八十五条第四項の規定による裁定222 

の申請又は第百七条第三項」と読み替えるものとする。 223 

３ ガス事業者等の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は224 

負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないとき225 

は、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただ226 

し、当事者が第八十五条第四項の規定による裁定の申請をした後は、この限227 

りでない。 228 

４ 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用229 

する。 230 

５ 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申231 

請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 232 

 233 

(政令への委任) 234 

第百八条 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な235 

事項は、政令で定める。 236 

 237 

(資料の提出等の要求) 238 



 

 

第百八十一条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項239 

を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係240 

者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めること241 

ができる。 242 

 243 

 244 

ガス事業法施行令 245 

(あつせん及び仲裁の対象となる契約等) 246 

第十一条 法第百七条第一項の政令で定めるものは、ガスの取引に係る契約そ247 

の他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとし248 

て経済産業省令で定めるものを除く。)とする。 249 

 250 

(電気事業法施行令の準用) 251 

第十二条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三252 

十五条までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁に253 

ついて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同254 

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも255 

のとする。 256 

第二十六条第一項 法第三十五条第一項 ガス事業法(昭和二十九年法律

第五十一号)第百七条第一項 

第二十六条第二項 法第三十五条第二項 ガス事業法第百七条第二項にお

いて準用する法第三十五条第二

項 

第二十八条 法第三十六条第三項 ガス事業法第百七条第四項にお

いて準用する法第三十六条第三

項 

第二十九条第一項 法第三十六条第一項 ガス事業法第百七条第三項 

第三十条 法第三十六条第三項た

だし書 

ガス事業法第百七条第四項にお

いて準用する法第三十六条第三

項ただし書 

第三十一条第二項 法第三十六条第三項 ガス事業法第百七条第四項にお

いて準用する法第三十六条第三

項 

 257 



 

 

ガス事業法施行規則 258 

第百七十条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七259 

条の五から第四十七条の十までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び260 

同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲261 

げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる262 

字句に読み替えるものとする。 263 

第四十七条の五第一項 令第二十六条 ガス事業法施行令(昭和二十九

年政令第六十八号)第十一条に

おいて読み替えて準用する令

第二十六条 

  令第三十一条第二項 ガス事業法施行令第十一条に

おいて読み替えて準用する令

第三十一条第二項 

第四十七条の五第二項

及び第四十七条の六 

令 ガス事業法施行令第十一条に

おいて読み替えて準用する令 

第四十七条の七 令 ガス事業法施行令第十一条に

おいて準用する令 

第四十七条の八第一項 法第三十五条第一項 ガス事業法(昭和二十九年法律

第五十一号)第百七条第一項 

  様式第四十 様式第八十 

第四十七条の九第一項 法第三十六条第一項 ガス事業法第百七条第三項 

  様式第四十の二 様式第八十一 

第四十七条の九第三項 法 ガス事業法 

第四十七条の十 法第三十五条第一項 ガス事業法第百七条第一項 

  法第三十六条第一項 同条第三項 

 264 

 265 

熱供給事業法 266 

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁) 267 

第十九条の二 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用268 

に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以269 

下この条において「卸熱供給」という。)を行う事業を営む者との間におい270 

て、卸熱供給に関する契約その他の取決め(以下この条において「契約等」271 



 

 

という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の272 

一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関273 

し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について274 

当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会275 

(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請すること276 

ができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、こ277 

の限りでない。 278 

２ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条第二項から第六項ま279 

での規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中280 

「次条第三項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第281 

十九条の二第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十282 

五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合283 

を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「熱供給事284 

業法第十九条の二第三項」と読み替えるものとする。 285 

３ 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対して卸熱供給を行う事業を営む者と286 

の間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金287 

額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の288 

双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 289 

４ 電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用290 

する。 291 

５ 第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申292 

請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 293 

 294 

(政令への委任) 295 

第十九条の三 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必296 

要な事項は、政令で定める。 297 

 298 

(資料の提出等の要求) 299 

第二十八条の六 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事300 

項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関301 

係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めるこ302 

とができる。 303 

 304 

 305 

  306 



 

 

熱供給事業法施行令 307 

(電気事業法施行令の準用) 308 

第五条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十309 

五条までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁310 

について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中311 

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える312 

ものとする。 313 

第二十六条第一項 法第三十五条第一項 熱供給事業法(昭和四十七年法

律第八十八号)第十九条の二第

一項 

第二十六条第二項 法第三十五条第二項 熱供給事業法第十九条の二第二

項において準用する法第三十五

条第二項 

第二十八条 法第三十六条第三項 熱供給事業法第十九条の二第四

項において準用する法第三十六

条第三項 

第二十九条第一項 法第三十六条第一項 熱供給事業法第十九条の二第三

項 

第三十条 法第三十六条第三項た

だし書 

熱供給事業法第十九条の二第四

項において準用する法第三十六

条第三項ただし書 

第三十一条第二項 法第三十六条第三項 熱供給事業法第十九条の二第四

項において準用する法第三十六

条第三項 

 314 

  315 



 

 

熱供給事業法施行規則 316 

(電気事業法施行規則の準用) 317 

第十七条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十七条318 

の五から第四十七条の十までの規定は、法第十九条の二第一項のあつせん及319 

び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に320 

掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲321 

げる字句に読み替えるものとする。 322 

第四十七条の五第一項 令第七条 熱供給事業法施行令(昭和四十七年

政令第四百二十号)第五条において

準用する令第七条 

  令第十二条第二項 熱供給事業法施行令第五条におい

て読み替えて準用する令第十二条

第二項 

第四十七条の五第二項

及び第四十七条の六 

令 熱供給事業法施行令第五条におい

て読み替えて準用する令 

第四十七条の七 令 熱供給事業法施行令第五条におい

て準用する令 

第四十七条の八第一項 法第三十五条第一

項 

熱供給事業法(昭和四十七年法律第

八十八号)第十九条の二第一項 

  様式第四十 様式第十二 

第四十七条の九第一項 法第三十六条第一

項 

熱供給事業法第十九条の二第三項 

  様式第四十の二 様式第十三 

第四十七条の九第三項 法 熱供給事業法 

第四十七条の十 法第三十五条第一

項 

熱供給事業法第十九条の二第一項 

  第三十六条第一項 同条第三項 

 323 

 324 

 325 


